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前 書 き 

 

アスベスト（石綿）とは、クリソタイル（白石綿）など特定の鉱物の総称であり、安価で、かつ耐

熱性、耐摩耗性等に優れていることから、従来、建材製品等に広く使用されていたが、その吸引によ

り、中皮腫、肺がん等の深刻な健康被害の発症リスクが高まることが明らかとなったため、労働安全

衛生法（昭和 47年法律第 57号）により、段階的な規制を経て、平成 18年 9月以降、重量比 0.1％超

のアスベスト含有製品の製造、輸入、使用等が禁止された（限定用途のアスベスト含有製品について

のみ、当分の間、適用除外とする猶予措置が採られていたが、24年 3月に適用除外製品は全廃となっ

た。）。 

アスベストは、かつて年間約 30万トン輸入され、輸入総量約 1,000万トンの約 9割が建材として

使用されたといわれているが、その使用実態は必ずしも十分把握されていない。 

アスベストを含有する建材が使用されている建築物等については、解体等を伴う建設工事が行われ

る際、アスベストの飛散・ばく露による健康被害を防止するため、大気汚染防止法（昭和 43年法律

第 97号）等の関係法令に基づき、当該工事の発注者又は施工者に対して、事前の届出、飛散・ばく

露防止措置の実施などが義務付けられている。 

さらに、今後、アスベストが使用されている可能性がある建築物等の解体が増加することが見込ま

れていることや、近年における無届解体や解体現場でのアスベストの飛散事例の発生などの状況を踏

まえ、平成 25年 6月の大気汚染防止法の改正により、①施工者から発注者への届出義務者の変更、

②施工者に対するアスベスト含有建材の使用状況に係る事前の調査の義務付け、③都道府県等による

立入検査の対象範囲の拡大など、アスベストの飛散・ばく露防止対策の強化が図られているが、2020

年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けた開発を含む各地の再開発などにより、

更に、解体が増加していくことが見込まれることから、アスベストの飛散・ばく露防止対策の確実か

つ迅速な実施が重要となっている。 

また、平成 23年 3月に発生した東日本大震災においては、建築物の壁面等の損壊により内部に使

用されていたアスベスト含有建材が露出し、アスベストが飛散した事例が報告されている。今後、南

海トラフ地震や首都直下地震など大規模な自然災害等の発生のおそれも指摘されていることから、災

害時におけるアスベストの飛散・ばく露防止についても、的確な準備措置を講じておくことが極めて

重要となっている。 

この行政評価・監視は、以上のような状況を踏まえ、アスベストによる健康被害を防止する観点か

ら、建築物の解体時等における飛散・ばく露防止対策の実施状況、災害時における飛散・ばく露防止

対策の体制の整備状況、建築物等におけるアスベスト含有建材の使用実態の把握状況等を調査し、関

係行政の改善に資するために実施したものである。 
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